
平成２８年１２月２１日 

 

 

入札参加者の皆様 

 

 

水道工事におけるスクラップ評価額と工事価格算出の取扱いについて（変更） 

 

 

※下記の内容は、平成 29年 1月 10日の公告分より適用となります。 

※本取扱いは、水道工事に関するものです。下水道工事については、別途「【お知らせ】新

設計積算システム導入による変更点について」を参照してください。 

 

１ スクラップ評価額の取扱い 

本工事費内訳書において、一般管理費等内に「スクラップ評価額」の計上のある場合

は、下記の積算体系及び運用となりますので、ご留意ください。  

ただし、個別案件につき、公告条件に別の運用の提示がある場合は、それによるもの

とします。  

 

（１）入札時提出用の工事費内訳書での取扱い  

「スクラップ評価額」は、従来直接工事費の中でマイナス計上していたものを、 工事原

価算定後に計上しております。 入札時に提出する工事費内訳書においては、一般管理費

等内に計上されている「スクラップ 評価額」の項に、相当額をマイナス計上してくださ

い。  

（２）最低制限価格の算定について 

「四日市市建設工事等の競争入札における最低制限価格制度運用要領」、「四日市市低入

札価格調査試行要綱」における最低制限価格、低入札価格調査基準価格、失格基準価格

の算定については、「スクラップ評価額」は、算定式の直接工事費に含むものとします。 

 

２ 工事価格算出の取扱い（平成２８年水道事業実務必携より） 

 工事価格は、10,000円単位で積算となります。工事価格の 10,000円単位での調整は、一

般管理費等で行うものとします。一般管理費等の計算額より、調整額として工事価格の

10,000円未満の金額を除いた額を計上するものとします。 

 



【一般管理費率計算額】＋【契約保証費】＋【スクラップ評価額】－【調整額】

スクラップ評価額

※金額は、計算例であり当工事の金額とは関係ありません。※金額は、計算例であり当工事の金額とは関係ありません。※金額は、計算例であり当工事の金額とは関係ありません。※金額は、計算例であり当工事の金額とは関係ありません。

工事価格

積み上げ分　マイナス計上

積積積積 算算算算 例例例例

単価

スクラップ評価額は、従来直接工事費下にてマイナス計上していたものを、一般

管理費等内で算定後に計上しております。

式      1

金 額

式      1

費 目 工 種 摘 要単位 数  量

工事原価 式      1

交通誘導警備員

式

一般管理費率計算額

種 別 細　別　／　規　格

式      1

－2,269,377

契約保証費 式      1

安全費 式

     1

     1

一般管理費等 式      1

現場管理費 式      1

現場管理費率計算額

工事価格は、10,000円単位に変更

共通仮設費 式      1

共通仮設費率計算額 式

純工事費 式      1

直接工事費 式      1

共通仮設費 積上額計 式      1

     1式

     1

12,280,183

2,259,817

2,269,377

4,912

＋ ＋4,912 （-8,125）

-8,125

6,347

一般管理費積上額 式      1 -8,125

14,540,000

本 工 事 内 訳 書

スクラップ評価額は、従来直接工事費下にてマイナス計上していた

ものを、一般管理費等内で算定後に計上しております。
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